
岩手県人事委員会訓令第２号 

岩手県人事委員会事務局  

 岩手県人事委員会許可等標準処理日数規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

岩手県人事委員会       

委員長 渡 辺 正 和  

   岩手県人事委員会許可等標準処理日数規程の一部を改正する訓令 

 岩手県人事委員会許可等標準処理日数規程（平成６年岩手県人事委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 

許可等標準処理日数一覧表 

別表（第２条関係） 

許可等標準処理日数一覧表 

 
区 分 事務の名称 法 令 

標準処理

日数 

 

 

 
区 分 事務の名称 法 令 

標準処理

日数 

 

  ［略］    ［略］  

 安全衛

生 

 ［略］   安全衛

生 

 ［略］  

 ５ ボイラー検査

証の書替え 

ボイラー及び圧力

容器安全規則第44

条第１項 

 ［略］   ５ ボイラー検査

証の書替え 

ボイラー及び圧力

容器安全規則第44

条 

 ［略］  

   ［略］       ［略］    

  15 クレーン検査

証の書替え 

クレーン等安全規

則第９条第３項 

 ［略］   
 

15 クレーン検査

証の書替え 

クレーン等安全規

則第９条第４項 

 ［略］  

   ［略］     ［略］  

  18 ［略］  ［略］     18 ［略］  ［略］   

       

 

19 移動式クレー

ン検査証の書替

え 

クレーン等安全規

則第59条第５項 

20  

  19 ［略］  ［略］     20 ［略］  ［略］   

  20 ［略］  ［略］     21 ［略］  ［略］   

  21 ［略］  ［略］     22 ［略］  ［略］   

  22 ［略］  ［略］     23 ［略］  ［略］   

  23 ［略］  ［略］     24 ［略］  ［略］   

  24 デリック検査

証の書替え 

クレーン等安全規

則第99条第３項 

 ［略］   
 

25 デリック検査

証の書替え 

クレーン等安全規

則第99条第４項 

 ［略］  

  25 ［略］  ［略］     26 ［略］  ［略］   

  26 ［略］  ［略］     27 ［略］  ［略］   

  27 ［略］  ［略］     28 ［略］  ［略］   

  28 ［略］  ［略］     29 ［略］  ［略］   

  29 ［略］  ［略］     30 ［略］  ［略］   

  30 エレベーター

検査証の書替え 

クレーン等安全規

則第143条第３項 

 ［略］   
 

31 エレベーター

検査証の書替え 

クレーン等安全規

則第143条第４項 

 ［略］  



  31 ［略］  ［略］     32 ［略］  ［略］   

  32 ［略］  ［略］     33 ［略］  ［略］   

  33 ［略］  ［略］     34 ［略］  ［略］   

  34 ［略］  ［略］     35 ［略］  ［略］   

  35 ［略］  ［略］     36 ［略］  ［略］   

  36 ［略］  ［略］     37 ［略］  ［略］   

  37 ［略］  ［略］     38 ［略］  ［略］   

       

 

39 ゴンドラ検査

証の書替え 

ゴンドラ安全規則

（昭和47年労働省

令第35号）第８条

第５項 

20  

  38 労働安全衛生

法第41条第２項

に基づくゴンド

ラの性能検査 

ゴンドラ安全規則

（昭和47年労働省

令第35号）第27条 

［略］   

 

40 労働安全衛生

法第41条第２項

に基づくゴンド

ラの性能検査 

ゴンドラ安全規則

第27条 

［略］  

  39 ［略］  ［略］     41 ［略］  ［略］   

  40 ［略］  ［略］     42 ［略］  ［略］   

  41 ［略］  ［略］     43 ［略］  ［略］   

  42 ［略］  ［略］     44 ［略］  ［略］   

  43 ［略］  ［略］     45 ［略］  ［略］   

  44 ［略］  ［略］     46 ［略］  ［略］   

  45 ［略］  ［略］     47 ［略］  ［略］   

  46 ［略］  ［略］     48 ［略］  ［略］   

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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